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阿賀野川水系流域懇談会について
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・平成９年の河川法改正から、河川整備の長期
的な方向性を示す「河川整備基本方針」と
具体的な河川整備の実施に関する事項を定め
る「河川整備計画」が規定された

・「河川整備計画」の策定に際しては、「関係
地方公共団体の長」、「学識経験者（阿賀野
川水系流域懇談会）」、「地域住民」等に意
見を頂き、反映させる手続きを導入

・平成９年の河川法改正から、河川整備の長期
的な方向性を示す「河川整備基本方針」と
具体的な河川整備の実施に関する事項を定め
る「河川整備計画」が規定された

・「河川整備計画」の策定に際しては、「関係
地方公共団体の長」、「学識経験者（阿賀野
川水系流域懇談会）」、「地域住民」等に意
見を頂き、反映させる手続きを導入

◆流域懇談会の位置づけ
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・阿賀野川水系の現状と課題を踏ま
えて、学識経験者として、阿賀野
川水系の川づくりについてのご意
見を頂く

・地域住民の方々からの意見を河川
整備計画に反映するための意見聴
取方法等についてのご意見を頂く

・阿賀野川水系の現状と課題を踏ま
えて、学識経験者として、阿賀野
川水系の川づくりについてのご意
見を頂く

・地域住民の方々からの意見を河川
整備計画に反映するための意見聴
取方法等についてのご意見を頂く

◆流域懇談会の役割
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◆ 流域懇談会の流れ（案） ＜河川整備計画＞
＜河川整備計画＞

河川整備計画案検討

※１：河川法第十六条の二第３項
※２：河川法第十六条の二第４項
※３：河川法第十六条の二第５項

第１回 阿賀野川水系流域懇談会
◇３月１２日開催
・設立趣意、規約、運営方針について
・阿賀野川水系の流域の概要について

河川整備計画（素案）の作成

意見※１

平成19年度

平成20年度

第２回 阿賀野川水系流域懇談会
◇５月下旬を予定
・河川の現況および課題について
・水系一貫の河川整備の目標について

意見※１

第３回 阿賀野川水系流域懇談会
◇７月中下旬を予定
・河川整備計画（素案）について
・地域住民からの意見聴取方法について

意見※１

地域住民からの意見聴取
意見※２

第４回 阿賀野川水系流域懇談会
◇１１月中旬を予定
・河川整備計画（原案）について

意見※１

河川整備計画（原案）の作成

県知事からの意見聴取
意見※３

河川整備計画の策定・公表


